
中部山岳国立公園平湯温泉地区利用拠点整備改善協議会規約

（名称）

第１条 この協議会は、中部山岳国立公園平湯温泉地区利用拠点整備改善協議会(以下

「協議会」という。)と称する。

（目的）

第２条 協議会は、中部山岳国立公園の岐阜県側玄関口にふさわしい風景と活力を備え

た利用拠点としての環境整備を推進するために、中部山岳国立公園平湯温泉地区利用

拠点整備改善計画(以下「計画」という。）を策定し、滞在型・高付加価値観光の推

進及び温泉街の平湯らしさの追求による地域振興に資することを目的とする。

（範囲）

第３条 この協議会の計画対象範囲は、平湯集団施設地区の現事業執行区域及び当該区

域と隣接し利用の一体性が認められる範囲とする。

２ 当該範囲を平湯温泉地区と呼称する。

（事業）

第４条 協議会は、第２条の目的を達成するために、次の事業を行う。

（１）計画策定に係る調査、研究に関すること

（２）平湯温泉地区の利活用に関すること

（３）その他、協議会の目的達成に必要な事項

（組織）

第５条 協議会は、第２条の目的に賛同する法人、団体、個人、地方公共団体等(以下

「委員」という。)をもって組織する。

２ 協議会は、会議の運営上必要があると認めたときは、委員以外の者をオブザーバー

として会議に出席させ、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

（会長及び副会長）

第６条 協議会に、会長及び副会長を置く。

２ 会長は、委員の互選により定める。

３ 会長は、会務を総理し協議会を代表する。

４ 副会長は、会長が指名する。

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代

理する。



（任期）

第７条 協議会の委員の任期は、令和１３年３月３１日までとする。

（会議）

第８条 協議会の会議は、会長が必要と認めたときに会長が招集し、会長が議長となり

議事を整理する。

２ 議長は、必要に応じて委員以外の者に対し、資料の提出又は会議への出席を求める

ことができる。

（会議の成立及び議決）

第９条 協議会は、委員の過半数の出席をもって成立し、議事は出席委員の過半数で決

定する。ただし、可否同数のときは、会長の決するところによる。

（事務局）

第１０条 協議会の会務を処理するため、事務局を高山市上宝支所基盤産業課内に置く。

２ この規定に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。

附 則

この規約は、令和７年１２月１８日から施行する。



平湯集団施設地区


